
　

　
　
　
　
　

　
　
　

　

　

「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動

　　　犯罪多発警報発令中！　　今なら減らせる“身近な犯罪”
　刑法犯の認知件数（１３年中約６万件）の６７％を占める「身近な犯罪」とは？
      ○乗物盗・・・・・・「自動車盗，オートバイ盗，自転車盗」　　　　　　　　　　　　　　　　　（刑法犯の　約３５％）
      ○街頭犯罪・・・・・「路上強盗，ひったくり，恐喝，車上狙い，自動販売機荒し，器物損壊など」（　同　　　約１９％）
      ○侵入強・窃盗・・・「屋内強盗，侵入窃盗，住居侵入」　 　　　　　　　　　　　 　 　　   　　（   同　　　約１２％）
      ○性犯罪・・・・・・「強姦，強制わいせつなど」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　同　　　約   １％）
　をいいます。

   ○　警察，自治体からの情報を活用しよう。
　   ・　広報紙，機関誌や新聞，テレビ，ラジオ等マスコミを通じて，積極的に生きた情報を提供します。
   　・　ホームページやメールマガジンでも配信します。
　　・　運転免許センター等では防犯展示コーナを設けます。
   ○　警察に犯罪情報をもっと教えてください。
　　・　どんな情報でも構いません。交番・駐在所，警察署，警察本部へ遠慮なく連絡してください。
　　・　有力情報に対する謝礼金制度（ダイヤルV）を実施中です。（主催；日本ガーディアン・エンジェルス）

　
　○　地域の安全は地域で守ろう
　　・　隣近所でのあいさつなど声のかけ合いをしよう（向こう三軒両隣の普及）。
　　・　自治会などの寄り合いでは，防犯問題を話題にしよう。
　○　地域防犯ボランティアに参加、支援しましょう。
　　・　地域では，地域安全推進員や少年補導協助員等警察関係防犯ボランティアの皆さんが夜間パトロー
　　　ルなどの活動を行っています。日本ガーディアン・エンジェルス等ＮＰＯ法人も活動しています。
　
　
　○　たばこのポイ捨て，空き缶の投げ捨てや自転車の路上駐輪・無灯火・二人乗り，歩行者の信号無視
　　など小さな犯罪やマナー違反をみんなで注意し合おう。
　○　ピンクビラ，落書きは，早期にはがす，消すことが再発を防止します。
　　・　公衆電話ボックスには，ピンクビラ回収ボックスが必要です。
　○　犯罪を犯した者の半数は少年です。問題行動を起こす少年にどう立ち向かうのかが重要です。
　　・　「悪いことは悪い」と小さいときからきちんと教えることが必要です。
　　・　子育てに悩むお父さん，お母さんを支援することも必要です。
　　・　暴走族で悩んでいるのなら，サポートセンターもあります。
　　・　“ダメ”ばかりでなく，スケートボード場の整備など居場所づくりが必要です。
　　・　県では，青少年の居場所や活躍の場づくりとして，「青少年育成ネットワーク推進事業」等を進め
　　　ています。

 

 
   ○　まちを明るくすることで犯罪減少
　   ・　道路，公園，公衆便所など暗い所には街灯を増やすことが必要です。
　　・　県では，市町村が都市公園を整備する場合，照明施設や植栽の配置等に配慮した公園づくりを
　　　指導しています。
　　・　各家庭も事業者も協力して門灯，夜間照明を点灯することが必要です（一家一点灯運動）。
　○　防犯カメラ等で安全確保
　　・　地下道，駐輪（車）場に防犯カメラや非常ベルが必要です。
　　・　マンション等共同住宅のエレベータ，駐輪（車）場に防犯カメラの設置が必要です（防犯モデ
　　　ルマンション制度の普及）。

　○　犯罪の起こりにくい学校づくり
　　・　不審者侵入対応マニュアルを作って，先生が訓練をしています。
　　・　校内の巡回や安全点検を定期的に実施しています。
　　・　警察官による防犯診断も実施しています。
　○　緊急通報装置の設置が有効
　　・　県警では，子ども守る緊急通報装置を通学路に設置します（本年度１か所）。
　　・　県教育委員会では，県立盲・ろう・養護学校に緊急通報装置を校内に設置します。
　　・　緊急通報装置の設置普及が必要です。
　○　防犯ブザー，笛等の防犯グッズの普及

　○　自動車，オートバイ，自転車を製造・販売する事業者のみなさんへ
　　・　自動車には，イモビライザー（ＩＣ付きエンジンキー）等の防犯機器の普及が効果的です。
　　・　盗られにくい構造のオートバイ，自転車の開発が必要です。
　　・　販売する時は，ドアロックやキー抜きの徹底，ひったくり防止ネット等の防犯グッズの推奨と
　　　取り付け方法の教示を励行しましょう。
　○　自動販売機を製造，設置する事業者のみなさんへ
　　・　自動販売機を売るときは，チェーン錠等二重ロックを推奨することが必要です。
　　・　自動販売機を置く場合は，常時監視できること，人感ライトや防犯カメラ等防犯機器を活用す
　　　ることが必要です。
　　・　少年への有害環境除去の面からも，たばこや酒類の自動販売機は，夜間は釣銭を抜き，使用で
　　　きないよう自主規制の徹底の働きかけが必要です。
　○　２４時間営業を営む事業者のみなさんへ
　　・　営業時間を長くすれば，それだけでリスクが大きいことを自覚すべきです。
　　・　防犯機器の充実，最低限でも防犯カメラの設置が必要です。
　　・　従業員の深夜における複数配置と防犯訓練が必要です。
　
　
　

　
　
　○　犯罪の多い地区への夜間パトロールを強化しています。
　○　どんな小さな犯罪も，見過ごすことなく，注意します。
　○　凶悪な犯罪は，徹底して捜査を行います。
　○　具体的な防犯情報を提供します。
　○　緊急雇用対策としての防犯パトロール員，交通マナーアップ指導員が街頭活動を実施しています。

■　安心して暮らせる安全なまちづくり

ええ街つくろう広島じゃけん

■　安心して通い，学べる安全なまちづくり

■　事業者のみなさん！考えてください

■　活かそう　犯罪情報！

■　取り戻そう　地域の輪！

■　小さな犯罪は大きな犯罪への入口！

■　警察活動を更に強化！

心ひとつに広島じゃけん


